
●重課税率（額）加算について

例１：２００２年１０月１日に四輪乗用自家用の新車（新車新規登録）を購入した場合

・２００３年度から２０１５年度の税額は７２００円/１年（変更前税率（額））
・２０１６年度からの税額は１２９００円/１年（変更後税率（額））
　　※登録日から１３年を経過しているため、「重課税率（額）」となります

例2：２０１５年１０月１日に四輪乗用自家用の新車（新車新規登録）を購入した場合（軽課対象車両でない場合）

・２０１６年度から２０２８年度の税額は１０８００円/１年（変更前税率（額））
・２０２９年度からの税額は１２９００円/１年（変更後税率（額））
　　※登録日から１３年を経過しているため、「重課税率（額）」となります
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